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◆懇談会での主な意見 

 

 新しい町区域・町名に関する意見募集の結果について 

会 員：（藤の台団地の住居表示実施後の住所について、）「藤の台一丁目１番５５-５０５号」のよ  

うになると想定されるとあるが、藤の台一丁目の後に「１番」とあるのはなぜか。 

１番街区から３番街区を藤の台一丁目から三丁目とするのだから、１番はいらなくて、

５５号棟５０５号室のように号棟から書き始めればよいのではないか。  

  事務局：住居表示では、町名の後に街区番号を定めることとなっている。そのため、「１番」は 

      表示せざるを得ない。また、二丁目には自動車販売店、三丁目には学校があるなど、 

      団地以外の建物も存在しており、そうした面でも街区番号を定める必要がある。 

  結 果：この件に関しては、藤の台団地管理組合及び自治会と事務局で調整することとする。 

 

 「金井ヶ丘」の表記について 

事務局：「かないがおか」について、「金井ヶ丘」「金井ケ丘」「金井が丘」の表記が考えられる。 

    町田市内では「ヶ」が一般的で小山ヶ丘、能ヶ谷、高ヶ坂があり、「ケ」の表記は無 

い。「が」の表記は成瀬が丘があるが、民間の土地区画整理事業に伴いできた地名で 

町田市の事業によるものではない。また、町名を公募した際に、上記３表記のうち、 

最も得票があったのは「金井ヶ丘」である。 

結 果：市の一般的な表記法に従い、「金井ヶ丘」とする。 

 

 市民懇談会報告書について 

 特に意見なし 

 

  １１月１４日に、市民懇談会での検討結果について報告書をまとめ、市長へ報告しました。（市長 

へ報告した「新設する町区域及び町名図」は内ページに掲載。） 

 

■スケジュール（予定） 

   ２０１９年２月 「住居表示整備審議会」開催 

   ２０２０年７月 「金井町・藤の台団地住所整理事業」実施 

■ご質問・ご意見について 

住所整理事業に関するご質問やご意見がございましたら、下記担当までご連絡ください。 

＜住所整理事業担当窓口＞ 

〒１９４－８５２０  町田市森野二丁目２番２２号 ８階８０４窓口 

町田市役所 都市づくり部 土地利用調整課 土地利用係 

担当：小川・明石・鈴木・池田 

電話： ０４２－７２４－４２５４（直通）Ｆａｘ：０５０－３１６１－６２７１ 

 

 市長への報告を行いました 
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町田市役所からのお知らせ

金井町・藤の台団地住所整理事業ニュース 

金井町・藤の台団地で実施する住所整理事業に関する情報を皆さまにお届けします。 

 
町田市では、住所をわかりやすく整理し、暮らしやすいまちづくりを進めるため、住所整理事業を行って

います。金井町・藤の台団地につきましては、２０２０年度までに住所を整理することを目標に、町田市町

区域の新設に関する市民懇談会で新しい町の区域や名称についての検討を行ってまいりました。そして、

第６回の市民懇談会において、報告書の内容がまとまり、市長への報告を行いました。 

今後は、２０１９年２月に、金井町・藤の台団地を対象とした住所整理について、住居表示整備審議会

で審議する予定です。 

引き続き、地域の皆さまの声を聞き、住所整理事業を実施してまいりますので、ご理解・ご協力をお願

い申し上げます。 

このお知らせは、事業区域内にお住まいの方と事業所へ配布させていただいております。 

 

懇談会の目的 

金井町・藤の台団地において新設する町の区域とその名称について検討し、最終的に報告書にまとめ、

市長へ報告することが懇談会の目的です。 

◆ 開催日時 ２０１８年１０月１８日（木）午後７時～８時 

◆ 開催場所 鶴川市民センター２階 ホール 

◆ 会   員 金井町地区及び周辺地区の自治会・町内会、金井商店会、公募の住民の方 

◆ 内   容 

① 新しい町区域・町名に関する意見募集の結果について 

２０１８年８月１日～８月３１日に募集した、新しい町区域・町名に関する意見募集の結果につ

いて、事務局より、寄せられたご意見の要旨と、それに対する市の考え方について説明しま

した。 

 

② 「金井ヶ丘」の表記について 

「金井ヶ丘」の表記について、「ヶ」とすることを確認しました。 

 

③ 市民懇談会報告書について 

市長への報告書の案について、説明しました。 

 

 

  

第６回 町田市町区域の新設に関する市民懇談会を開催（最終回） 

 新町名を決定・市長への報告書の案がまとまりました 
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